
「県税の広報活動に関するアンケート」の実施報告について

 税務政策室が実施しました「県税の広報活動に関するアンケート」の結果を下記のと

おり取りまとめましたので、ご報告いたします。

アンケートにご協力いただきました e－モニターの皆様に改めてお礼申し上げます。

アンケート概要

１ 実施期間

２０１１年１月１２日（水）～２０１１年１月３１日（月）

２ 意見募集の結果

対象者数 １，３５９名

回答者数 ８７４名

回答率  ６４％

３ 回答者属性

＜性別＞

男性 女性 

回答者数 ４７９ ３９５ 

構成比 ５４ ４５ 

＜年齢層別＞

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 

回答者数 ７４ １９４ ２３９ １８６ １２９ ５２ 

構成比 ８ ２２ ２７ ２１ １４ ５ 

＜地域別＞

北勢 中南勢 伊勢志摩 伊賀 東紀州 

回答者数 ４１９ ２２５ １０９ ９１ ３０ 

構成比 ４７ ２５ １２ １０ ３ 



アンケート結果について 
Q１ 税務政策室のホームページについて 
 これまで、税務政策室のホームページ「県税のページ」をご覧になったことがある方

は２２％、ない方が７７％でした。 
 
Q２・３ ホームページの印象 
 実際にホームページをご覧になった印象をお伺いました。結果は、「見やすい」が４

０％、「見にくい」が２６％、「内容が充実している」が１４％、「内容が充実していな

い」が４％という結果になりました。 
 また、どうすれば「県税のページ」の印象がよくなると考えるかについては、「レイ

アウトを変える」が３１％、「言葉や内容を易しくする」が２６％、「色使いを変える」

が１９％、「その他」は７％という結果でした。 
 その他の意見については、、「文字量を減らし、イラストや写真を増やして視覚的に楽

しい印象にする」、「検索機能があればよい」という意見を多くいただきました。 
 
Q４・５ 「シリーズ『県税』」について 
 「県政だよりみえ」に毎月連載している「シリーズ『県税』」をお読みになったこと

があるかどうかについてお伺いしました。結果は、「毎回読んでいる」が７％、「読んだ

ことがある」が５１％となりました。また、年齢層別では、年齢層が高くなるほど、読

んだことがある方の割合が高くなる傾向が見られました。７０歳以上の方の８４％が一

度は読んだことがあるのに対し、２０歳台では３２％の方が一度は読んだことがあると

いう結果でした。 
 また、シリーズ県税に掲載している情報については、「役に立つ」が１４％、「少しは

役に立つ」が６５％、「あまり役に立たない」が１９％、「まったく役に立たない」が１％

という結果になりました。 
 
Q６ ラジオの聴取状況について 
県税に関するラジオ放送をお聞きになったことがあるかどうかについてお伺いし

たところ、「ラジオを聞く機会があり、放送を聞いたことがある」方は１５％でした。

また、「ラジオを聴く機会がほとんどないので、放送を聞いたこともない」方は５１％、

「ラジオを聞く機会はあるが、放送を聞いたことはない」方は３２％となりました。 
 
Q７ 啓発物品について 
 県税の納付等を促す啓発物品については、「見たことがなく、効果が低いと思う」方

が５２％と多数であり、「見たことはないが、効果はあると思う」方は２５％、「見たこ

とはあるが、効果は低いと思う」方は１８％、「見たことがあり、効果があると思う」

方は（３％）となりました。 
 
 
 



Q８ 県税に関する情報源 
 皆さんが県税に関する情報を何から得られることが多いかについて伺いました。最も

多かった広報媒体は「県政だよりみえ」で４３％でした。次いで、「新聞」（１５％）、

ポスター・チラシ・リーフレット（１０％）、「テレビ」・「県のホームページ」（８％）

となりました。

Ｑ９ 県税に関する広報活動の満足度

 県から発信する情報の方法や量について、「十分だと思う」方は２４％、「十分でない

と思う」方は２３％、「必要最低限だと思う」方は５１％という結果でした。

Ｑ１０ 不要だと感じる広報の手段

 この設問では、「啓発物品」（２５％）や「ラジオ」（１５％）との回答が目立つ一方、

「特にない」との回答が１９％という結果になりました。

Q１１ 特に広報すべき項目について 
 最も多かった回答は「県税の使い途について」（３１％）、次いで「自動車税の納期内

納付について」（１５％）、「県税のあらましについて」（１４％）という結果でした。

Q１２ 滞納処分について 
 県が、滞納者に差押などの厳しい態度で臨んでいることをご存じかどうか伺いました。 
６３％の方が「知っていた」とお答えになり、昨年度に比べ２ポイント増加しました。 
 県では、納めていただくことができなかった方には、正しく納税をしていただいてい

る方との公平・公正さを保つためにも、積極的に滞納処分を行っています。

 例えば、自動車税を納期限までに納めていただけなかった方には、督促状等を送付し、 
自主納税を促しますが、最終的には預金や売掛金などの債権のほか、不動産、自動車な

どを差し押え、インターネット公売で売却し、その代金を滞納している税金に充ててい

ます。

「県税のページ」でもご紹介していますので、ご覧ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/30592017937.htm 

Q１３ 県税差押強化月間について 
 県では、毎年度１２月・１月を「県税差押強化月間」として取り組んでいることをご

存じかどうか伺いました。「知っていた」とお答えになった方は９％となり、昨年度よ

り４ポイント増加しました。

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/30592017937.htm


Q１４ その他 
 県税や県税事務所へのご意見を伺いました。 
 多くのご意見をいただきありがとうございました。主な意見とそれに対する県の意

見・考え方を次のとおり取りまとめました。 
 
（１）「県税の使途について」は特に多くのご意見をいただきました。 
   主なご意見は、「効率よく、無駄なく使ってほしい」、「どのように使われている

かもっと分かりやすく知りたい」というものでした。また、「使い途がわかること

で納得して税を納めることができるため、納税意志が高まる」とのご意見もありま

した。 
   なお、県税の使途については、（５）をご参照ください。 
 
（２）「滞納整理」に関してのご意見も多くいただきました。 
   「公平な税負担が感じられるように」、「県税滞納者には厳しい態度で臨んでほし

い」との思いをお持ちの方が多数でした。一方で、「税金を納められない事情につ

いて、しっかり考慮して対処すべきである。」という声もありました。 
   納期限までに納税されなかった場合、督促状を送付し、その後文書等による催告

を行っても納付いただけないときは、財産状況を調査の上、預金や売掛金などの債

権の他、不動産、自動車などを差し押えしています。差し押さえた物件はインター

ネット公売を行うなどして換価し、その代金を滞納している税金に充てていきます。 
   納期限内に納税していただいた方との公平･公正を保つ観点からも、今後も引き

続き、滞納者に対しては厳正な対応をしてまいります。 
   また、県税事務所では、財産の保有状況、滞納の状況、納税者との公平性を著し

く損なわないこと等を勘案のうえ、納付計画等を具体的に相談させていただいてお

ります。 
 
（３）「県税の広報」についてのご意見もいただきました。 
   「税金を使わずに広報することを考えてほしい」、「費用対効果をもっと考えてほ

しい」というご意見のほか、「広報内容は簡潔にしてわかりやすくしてほしい」、

「子どものときから租税教室をする」とのご意見もいただきました。 
 
（４）県税事務所については、「何をしているところかわからない」というご意見をい

ただきました。 
 県税事務所は、法律や条例に基づき、県税に係る課税･徴収の業務を行っています。

県民の皆様に身近なサービスとしては、納税証明書の発行や、各種申請の受付、納税相

談等を行っています。皆様のお住まいの近くで行政サービスを提供できるよう、８つの

県税事務所のほか、紀南県税課と自動車税事務所が設けられております。どうぞ、お気

軽にご相談をお寄せください。 
  

 



県内の県税事務所所在地については、「県税のページ」をご覧ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm

（５）そのほかにも、下記のようなご意見やご要望をいただきました。それらについて

の県の考え方は以下のとおりです。

○ 「県税の使い途を教えほしい。」

〔回答〕 

平成２３年度の当初予算（案）の歳入予算額は総額６，６９６億３，７９７万６千

円です。そのうち県税の占める割合は、３０．８％（２，０６０億９，４００万円）

となっており、県の貴重な自主財源となっています。

なお、県税は、その収入の使いみちが特定されているかいないかによって、普通税

と目的税に分かれています。

使いみちが特定されている税金を目的税といい、三重県の場合は、狩猟税と産業廃

棄物税の２種類があります。

狩猟税は、狩猟者の登録を受けることによって、狩猟ができる資格を得ることにか

かる税金で、その収入は、鳥獣の保護や狩猟に要する費用に充てられます。また、産

業廃棄物税は、資源循環型社会の構築を目指し、産業廃棄物の発生抑制、再生、減量

その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てるための税金です。

一方、使いみちが特定されていない普通税は、自動車税、個人県民税、個人事業税、

法人事業税、不動産取得税などがあります。

なお、平成２１年度の税制改正によって、自動車取得税と軽油引取税も、目的税か

ら普通税へと改められました。

これら普通税は、使いみちが特定されていないため、教育、土木、福祉など様々な

県が行う施策の財源となっています。

平成２３年度の当初予算について、詳しくは総務部予算調整室のホームページをご

覧ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/ZAISEI/HP/60583029491.htm 

○ 「納税方法について、クレジットカード払いやオンライン決済（Web決済）、口
座振替を導入してほしい。」

〔回答〕 

クレジットカードを利用した納付方法の導入は、納税者の利便性向上を通じて地

方税徴収率を向上させるための有効な手法のひとつと考えています。 

しかし現状では、 

①クレジットカードで地方税を納付すると、クレジットカード会社の立替払いと

なるため、クレジットカード会社から三重県に当該地方税が納付されるまで納税証

明書が発行できない 

②クレジットカード会社に支払う手数料として税額の１％程度のコストがかか

ってしまう 

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16315017862.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/ZAISEI/HP/60583029491.htm


等の問題があります。 

また、自動車税、不動産取得税、個人事業税については、パソコンやＡＴＭを利

用した納付（ペイジー（Pay-easy））が可能となっています。 

なお、口座振替による納税については、すでに自動車税および個人事業税に係る

銀行等での口座振替、郵便局での自動払込が利用できます。 

ペイジー、口座振替の詳細については、「県税のページ」をご覧ください。 

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/66840017944.htm
※１１ 口座振替・自動払込

１２ ペイジーでの納付、一括納付

○ 「納付記録がネットなどで確認できるようにしてほしい。」

〔回答〕 

①インターネットを介して個人情報が流通することとなるため、個人情報漏えい

の危険性がある 

②本人確認が困難である

などの理由により、インターネット等での納付記録の確認は困難であると考えてい

ます。 

○ 「ｅ－Ｔａｘの指導をしてほしい」

〔回答〕 

ｅ－Ｔａｘのご利用については、国税庁のホームページをご覧ください。 

http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

ｅ－Ｔａｘをご利用いただくと、自宅やオフィスからインターネットで国税に関する

様々な手続きができ、税務署に出かける必要がなくなります。ぜひご利用ください。 

○ 「自動車税の納税通知をもっと早く発送するか、納期までの期間を延ばしてほし

い。」

〔回答〕

自動車税は、４月１日現在の登録された所有者（割賦販売(ローンでの購入）等で、
売主が所有権を保留しているときは使用者)に課税され、自動車税の納期にあわせて
納税通知書を発送します。郵便事情等により地域によって配達日に差が生じる場合が

ありますが、到着から納期限までの２～３週間の間に納付していただきますよう、ご

理解願います。

また、納期までの期間の延長については、三重県県税条例第１２８条第１項により

５月１日から５月３１日までと定められています。ご理解いただきますようよろしく

お願いいたします。

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/66840017944.htm


○ 「前年度の収入で個人県民税が計算されることに納得がいかない。」 
〔回答〕 

個人県民税（所得割）については、地方税法第３２条、三重県県税条例第２２条に

より、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得（分離課税に係る分を除く。）

及び山林所得金額を課税標準とすることと定められています。 

 所得に対して課する税は、所得発生の時と税の徴収の時が近いことは望ましいもの

とされていますが、個人県民税（所得割）においては、課税手続の便宜の見地からい

わゆる前年所得課税主義がとられていますので、ご理解いただきますようお願いしま

す。 

 
○ たばこをコンビニで購入した場合、たばこ税はコンビニの本店所在地で納税となる

のか？ 
〔回答〕 
  たばこ税は、基本的にはたばこが買われた店舗が所在する県や市町村の収入となっ

て、皆さんのくらしに役立てられます。 

  今回のご質問を機に、たばこの地元購入の啓発についても行っていきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 
 
今後、今回のアンケート結果を参考にしながら、有効な広報媒体を利用して、税に関

する最新の情報、重要な情報を皆さんにお知らせしたいと思います。  
 
 県税についての詳しい情報は、「県税のページ」をご覧ください。 

http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/ 
 

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/



